
65歳超雇用推進助成金

制度のご案内　平成 31年 4月

　高年齢者の雇用の安定に資する措置を講じる事業主に国の予算の範囲において、
以下の助成金を支給しています。

65 歳超継続雇用促進コース（5～ 6ページをご覧ください）
　65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする 66歳以
上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置等
に応じて一定額を助成します。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース（7～8ページをご覧ください）
　高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度の整備措置を実施した事業主に対し
て、措置に要した費用の一部を助成します。

高年齢者無期雇用転換コース（9～ 10ページをご覧ください）
　50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、転換制度に基づき無期雇用労働者に転
換させた事業主に対して、対象者数に応じて一定額を助成します。

【新元号への対応について】
　2019 年５月１日から新元号となりますが、当リーフレットでは、５月１日以降も「平成」と記載してお
ります。（例：新元号元年９月 30日を平成 31年９月 30日と記載）
　改元後は適宜、新元号に読み替えていただきますようお願いします。



各コース共通事項

必要な要件

①雇用保険の適用事業所の事業主であること

②高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の第８条、第９条第１項の規定と異なる定めをしていな

いこと。

※「第 条」とは、 歳以上の定年を定めていること、「第 条第 項」とは、 歳以上の定年又は希望者全員を対象

とした 歳までの継続雇用制度を定めていることをいいます。

改正高年齢者雇用安定法では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支給開始年齢以上の者に

ついて定めることが認められています。基準の対象年齢は 年毎に１歳ずつ引き上げられますので、基準の対象年齢を

明確にするため、就業規則の変更が必要になります。

なお、この経過措置は、改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで（平成 年 月 日）に労使協定により継続雇

用制度の対象者を限定する基準を定めていた場合に限ります。

③審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること。

④審査に必要な書類等を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」といいます。）

の求めに応じ提出又は提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。

（※その他コース毎に必要な要件がありますので、各コースのページをご参照ください）

申請から支給までの流れ

ご相談、各申請書の提出等は、裏表紙に記載の機構都道府県支部 高齢・障害者業務課（東京・大阪は

高齢・障害者窓口サービス課）（以下、「都道府県支部」といいます）までお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 歳超継続雇用促進コースでは、計画書の提出及び認定（①～⑥）手続きはありません。

※事業所の現況確認（③、⑨）は機構が必要と判断する場合に実施します。

「支給申請の手引き」および「申請様式」について

要件や申請方法を詳しく説明した「支給申請の手引き」を都道府県支部に用意しております。申

請をお考えの方は、「支給申請の手引き」を必ずご確認ください。

また、支給申請の手引き及び申請様式は、機構ホームページからダウンロードできます。

（当機構トップページ（ ）→高齢者の雇用支援→助成金とお進みください。）

 

   ⑦支給申請書 
提出 

⑥認定(不認定) 
通知 

⑫支給(不支給) 
決定通知 

⑬振込 

金融機関 

 

都道府県支部 
②計画書の受理・点検 
③事業所の現況確認 

――――――――――――――― 
⑧支給申請書の受理・点検 
⑨事業所の現況確認 

機構本部 
④計画書の審査 
⑤認定（不認定）決定 

――――――――――――――― 
⑩支給申請書の審査 
⑪支給（不支給）決定 

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 

計画書送付 

事 業 主 

支給申請書送付 

 

 

① 計画書提出 

 
 

-1- 

─ 1 ─



─ 2 ─



他の助成金との併給の制限

この助成金の支給を受けることのできる事業主が、同一の事由により、他の助成金や補助金等の

支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません。

中小企業事業主の判定方法

中小企業事業主の判定は、資本金等の額または企業全体で常時雇用する労働者の数により行いま

す。

個人、特例社団法人、一般社団法人、公益社団法人、特例財団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法
人、労働組合、協同組合、社会福祉法人（会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規定する会社をいう。）
又は士業を規定する法律に基づく法人（弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）、税理士法（昭和２６年法律第２３７号）、
社会保険労務士法（昭和４３年法律第８９号）その他士業を規定する法律の規定により設立される法人をいう。）以外の事
業主等）にあっては、常時雇用する労働者の数により判定します。

 
 

「高年齢者雇用管理措置」の実施について

歳超継続雇用促進コース及び高年齢者無期雇用転換コースでは、高年齢者雇用推進者の選

任及び次の（ ）から（ ）までの高年齢者雇用管理に関する措置を１つ以上実施している事業

主であることが要件の１つとなっています。高年齢者無期雇用転換コースは無期雇用転換計画

書の提出日において、 歳超継続雇用促進コースは申請日において、措置を実施していること

が必要です。

措置の種類 措置の内容

職業能力の開発及び向上のた
めの教育訓練の実施等

高年齢者の有する知識、経験等を活用できるようにするための効果
的な職業訓練としての、業務の遂行の過程外における教育訓練の実
施又は教育訓練の受講機会の確保

作業施設・方法の改善

身体的機能や体力等が低下した高年齢者の職業能力の発揮を可能
とするための作業補助具の導入を含めた機械設備の改善、作業の平
易化等作業方法の改善、照明その他の作業管理の改善及び福利厚生
施設の導入・改善

健康管理、安全衛生の配慮
身体的機能や体力等の低下した高年齢者の職場の安全性の確保、事
故防止への配慮及び健康状態を踏まえた適正な配置

職域の拡大
身体的機能の低下等の影響が少なく、高年齢者の能力、知識、経験
等が十分に活用できる職域を拡大するための企業における労働者
の年齢構成の高齢化に対応した職務の再設計等の実施

知識、経験等を活用できる配
置、処遇の推進

高年齢者の知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進のための職
業能力を評価する仕組みや資格制度、専門職制度等の整備

賃金体系の見直し
高年齢者の就労の機会を確保するための能力、職務等の要素を重視
する賃金制度の整備

勤務時間制度の弾力化
高齢期における就業希望の多様化や体力の個人差に対応するため
の短時間勤務、隔日勤務、フレックスタイム制、ワークシェアリン
グ等を活用した勤務時間制度の弾力化

 

資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者数

小売業（飲食店を含む） 万円以下
ま
た
は

人以下

サービス業 万円以下 人以下

卸売業 １億円以下 人以下

その他の業種 ３億円以下 人以下
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①労働協約又は就業規則（以下「就業規則等」という。）を書面により定めていること。また、就業規則

を労働基準監督署へ届出ていること。

②①の就業規則等が改正後の定年引上げ等の制度の実施日から起算して 年前の日から支給申請日の前日

までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 条または第 条第 項の規定と異なる定めを

していないこと。

③支給申請日の前日において１年以上継続して雇用されている 歳以上の雇用保険被保険者（以下「対

象被保険者※」という。）が 人以上いること。
④高年齢者雇用推進者の選任および次の から までの高年齢者雇用管理に関する措置を１つ以上実施
している事業主であること。

高年齢者雇用管理に関する措置 職域の拡大

職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進

作業施設・方法の改善 賃金体系の見直し

健康管理、安全衛生の配慮 勤務時間制度の弾力化

「高年齢者雇用管理に関する措置」の詳細については、 ～ ページをご覧ください。

（注２）就業規則等で定められていた定年年齢のうち、平成 年 月 日以降、最も高い年齢。

（注３）就業規則等で定められていた定年年齢または継続雇用年齢のうち平成 年 月 日以降、最も高い年齢。

（注４）社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、昭和 年 月 日までに行政書士会に入会している行政書士に限る。

（注５）専門家等に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限る。

（その他にも必要な要件等があります。詳しくは ～ ページをご確認ください。）

⑤就業規則等により、以下のいずれかの制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出していること。

・旧定年年齢（注２）を上回る 歳以上への定年の引上げ

・定年の定めの廃止

・旧定年年齢及び継続雇用年齢（注３）を上回る希望者全員を対象とする 歳以上の継続雇用制度の導入

⑥就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等（注４）に就業規則の改正を委託し経費を支出し

たこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結する場合はコンサルタント（注５）に相談し経

費を支出したこと。

⑦改正した就業規則を労働基準監督署に届出を行うこと。

 

定年の引上げ等の実施 

事前にご確認いただきたいこと 

支給対象となる事業

主
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助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて、制度の実施日の翌日から

起算して か月以内に、都道府県に提出してください。

「対象保険者数」及び「定年等を引上げる年数」に応じて、以下の額を支給します。

１事業主あたり（企業単位） 回限りとします。 （単位：万円）

歳への

定年引上げ

歳以上への

定年引上げ

定年の

廃止

～ 歳の継続

雇用への引上げ

歳以上の継続

雇用への引上げ

歳

未満
歳

歳

未満

歳

以上

歳

未満
歳

歳

未満

歳

以上

～ 人

～ 人

人以上

※定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも支給額はいずれか高い額のみとなります。

対象被保険者数 
引上げる年数 

３

○支給申請日の前日において、当該事業主に常時雇用する労働者として１年以上継続して雇用されている

者であって 歳以上の被保険者であること。（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く）

○「期間の定めのない労働契約を締結する労働者」、又は「期間の定めのない労働契約の定年後に継続雇用

制度（希望者全員を対象としたものに限らない。）により引き続き雇用されている者」であること。

ただし、就業規則等における定年前の労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されてい

る者であり、かつ支給申請日の前日において定年前の労働者（定年の定めの廃止が適用される者を含む。）

又は定年後の継続雇用者であることが、提出された書類により確認できる者に限る。

○職種別（正社員、パートタイマー、嘱託）に就業規則等を定めている場合は、定年の引上げ等の制度を規

定した就業規則等の対象職種の者であること（１つの就業規則等で職種別に異なる制度を規定している

場合も同様とする）。

「対象被保険者※」とは

申請の手続き

支給額
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３か月
月 日

平成 年

月 日

平成 年

月 日
か月

平成 年

月 日
平成 年

月 日

開始日 終了日

計画申請期間
（６か月前～３か月前）

計
画
認
定

計画実施期間
（１年以内）

確認期間
（ か月 ）

月 日

支給申請期間
（２か月以内）

支給申請書
提出期間

平成 年 月 日～平成 年 月 日

雇用管理整備計画書
提出期間

平成 年 月 日～平成 年 月 日

雇用管理整備計画
実施期間

平成 年 月 日～平成 年 月 日

４ 申請の手続き

（１）雇用管理整備計画書の提出 
助成金の支給を受けようとする事業主は、雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、雇用管理整備計画

の開始日から起算して か月前の日から か月前の日までに、主たる事務所または当該高年齢者雇用管理

整備措置を実施する雇用保険適用事業所の所在する都道府県支部に提出してください。

（２）支給申請書の提出

支給申請書に必要書類を添えて、雇用管理整備計画の実施期間の終了日の翌日から起算して ヵ月後

の日の翌日からその か月後の日までの間に、都道府県支部に提出してください。

 
 
 
 
 
 
 

５ 支給額

支給対象経費（高年齢者雇用管理整備措置の実施に要した経費で、計画実施期間内に実施し、支給申請

日までに支払いが完了したものに限る。）に ％（中小企業事業主以外は ％）を乗じた額を支給しま

す（千円未満は切捨て）。

なお、生産性要件を満たす事業主の場合は、支給対象経費の ％（中小企業事業主以外は ％）を乗じ

た額となります。（生産性要件の詳細については、 ページをご確認ください。

区分 支給額

中小企業事業主 支給対象経費の ＜ ％＞

中小企業事業主以外の事業主 支給対象経費の ％＜ ％＞

 

（＜ ＞内は、生産性要件を満たす場合）
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１ 支給対象となる事業主

高年齢者無期雇用転換コースは、次の① から⑪までのいずれにも該当する事業主に対して支給します。
（ ～ ページも併せてご確認ください。）

」

①有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度（実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として
平成 年 月 日以降に締結された契約に係る期間が通算５年以内の者を無期雇用労働者に転換す
るものに限る。）を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であるこ
と

②高年齢者雇用推進者の選任および次の から までの高年齢者雇用管理に関する措置を１つ以上
実施している事業主であること

高年齢者雇用管理に関する措置 職域の拡大

職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善

作業施設・方法の改善 賃金体系の見直し

健康管理、安全衛生の配慮 勤務時間制度の弾力化

※「高年齢者雇用管理に関する措置」の詳細については、 ～ ページをご覧ください。

③無期雇用転換計画書提出日から起算して１年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者
雇用安定法第８条または第９条第１項と異なる定めをしていないこと 

④転換した無期雇用労働者を 歳以上まで雇用する見込みがある事業主であること

 

 

 
⑤無期雇用転換計画認定通知書の交付を受けていること
⑥上記①の制度の規定に基づき、雇用する 歳以上かつ定年年齢 歳以上である場合は 歳。以下

同じ 未満の有期契約労働者を無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換した事業主であるこ
と

⑦上記⑥により転換した労働者を、転換後 か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換
後 か月分の賃金を転換日以後 ヶ月後の賃金支払日までに支給した事業主であること

⑧支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること
⑨当該転換日の前日から起算して か月前の日から１年を経過する日までの間に、当該転換を行った事

業所において、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させた事業主以外であること
⑩当該転換日の前日から起算して６か月前の日から１年を経過する日までの間に、当該転換を行った

適用事業所において雇用保険法第 条第 項に規定する特定受給資格者（注２）となる離職理由のう
ち離職区分１Ａ又は３Ａに区分される離職理由により離職した者として同法第 条に規定する受給
資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保
険者数で除した割合が６％を超えている（特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたも
のの数が３人以下である場合を除く。）事業主以外の者であること

（注２）離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた雇用保険受給資格者をいいま
す（事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職等を含む。）。

⑪無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において、当該労働者を雇用保険被保険者とし
て雇用している事業主であること

無期雇用転換計画書の提出までにご確認いただきたいこと 

支給申請書提出までにご確認いただきたいこと 
計画実施期間： 年から 年までのものに限る
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２ 支給対象となる労働者

高年齢者無期雇用転換コースでは、次の（１）から（７）までのいずれにも該当する方が支給対象となる

労働者です。

（１）支給対象事業主に雇用される期間（平成 年 月 日以降に締結された契約に係る期間）が転換日

において通算して６ヶ月以上５年以内で、５０歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であるこ

と

（２）転換日において 歳以上の者でないこと

（３）派遣労働者でないこと

（４）労働契約法第１８条に基づき、労働者からの申込みにより無期雇用労働者に転換した者でないこと

（５）無期雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者でないこと

（６）当該転換日の前日から過去３年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用さ

れたことがないこと

（７）転換日から支給申請日の前日において支給対象事業主の事業所の雇用保険被保険者であること

３ 申請の手続き

（無期雇用転換計画の開始日から起算して６か月前から２か月前の日まで）

（転換後６か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して２か月以内）

平成 年度版「申請期間の一例」について（手引きと同様の表を挿入）

※１年間に転換時期が複数回ある場合は、この事例とは異なります。

４ 支給額

対象労働者１人につき４８万円（中小企業事業主以外は３８万円）

生産性要件を満たす場合には対象労働者１人につき６０万円（中小企業事業主以外は４８万円）とな

ります。

（生産性要件の詳細については、 ページをご確認ください）

※支給上限：１支給年度１適用事業所あたり１０人まで

 

(1)無期雇用転換計画書の提出 
 

必要書類 

(2)支給申請書の提出 
 

必要書類 

事業主 

支部 
高齢・障害者業務課 
（東京・大阪は高齢・障害

者窓口ｻｰﾋﾞｽ課） 
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／
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／
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において通算して６ヶ月以上５年以内で、５０歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であるこ

と

（２）転換日において 歳以上の者でないこと

（３）派遣労働者でないこと

（４）労働契約法第１８条に基づき、労働者からの申込みにより無期雇用労働者に転換した者でないこと

（５）無期雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者でないこと

（６）当該転換日の前日から過去３年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者として雇用さ

れたことがないこと

（７）転換日から支給申請日の前日において支給対象事業主の事業所の雇用保険被保険者であること

３ 申請の手続き

（無期雇用転換計画の開始日から起算して６か月前から２か月前の日まで）

（転換後６か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して２か月以内）

平成 年度版「申請期間の一例」について（手引きと同様の表を挿入）

※１年間に転換時期が複数回ある場合は、この事例とは異なります。

４ 支給額

対象労働者１人につき４８万円（中小企業事業主以外は３８万円）

生産性要件を満たす場合には対象労働者１人につき６０万円（中小企業事業主以外は４８万円）とな

ります。

（生産性要件の詳細については、 ページをご確認ください）

※支給上限：１支給年度１適用事業所あたり１０人まで

 

(1)無期雇用転換計画書の提出 
 

必要書類 

(2)支給申請書の提出 
 

必要書類 

事業主 

支部 
高齢・障害者業務課 
（東京・大阪は高齢・障害
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